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西周 「人生三宝説」 を読 む(二)(1)

鈴 木 修 一

六 政府 ト云フ会社

「人生 三宝 説(五)」1'?は 冒頭 を次 の ように始 め る。 「此 前 第三編 二於 テ、

三宝説 ノ道 徳論 ニテ、人 ヲ治 ムル コ トニ論 及 シ タレ トモ、人 間社 交ハ、既

二政府 ノ立 サ ル前 二欠 く可 ラサ ル ノ事情 タル ヲ以 テ、三編 、 四編 ハ此事 ヲ

論 シタ リ、故 二今 第三編 二反 リ之 ヲ以 テ天 下国家 二施 シ、人 ヲ治 ムル ノ要

道モ亦三宝 ヲ貴重 ス ルニ外 ナ ラサ ル コ トヲ論 スヘ シ」(五 三三頁)。 す なわ

ち、 「人生 三宝 説(一)」 の末尾 で、西 の いわば道徳体系 ともい うべ き大枠

と して、 「人 二接 ス ル ノ要(=個 人道徳)、 「同生 同人 ト相 交 ハ ル ノ道(=

社会 道徳)、 「人 ヲ治 ムル ノ要」(=政 府 の道徳)が 示 され、 いつ れ も 「三

宝 ヲ貴重 ス ル」 こ とを基礎 に して成 り立つ とされたが、前 二者が 一編 二編

で論 じられ た後、 直 ち に 「人 ヲ治 ム ル ノ要」 に進 むの で はな く、 「人 ヲ治

ム ル」政 府 の成立 以前 に 「人間社 交」(=社 会)が 存立 す るか ら とい う事

実 に着 目 して、 「然 ルニ此処 二猶0事 ノ予 メ論 スヘ キ有 テ」社 会論が 三編

四編 で展 開 され た。 だか ら、 「今 第 三編 二 反 リ」 て 「入 ヲ治 ムル ノ要 道」

を論 じる ことに しよう と言 うので ある。

ところが 、 こ こで もまた、 「然 ルニ此 処 二、亦 予 メ論 スヘ キ コ トア リ」

と言い 、そ れ は 「是 政府 ノ性 質 ナ リ」(同 右)と 指摘 す る。 「政府 ノ性 質」
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とい う表現 は曖 昧 な感 じがす るが 、多分 以下 に見 られる ように政 府の機能

とい うこ とであ ろ う。政府 の機能 とはつ まる ところ 「人 ヲ治 ムル」 こ とで

あ るか ら、 「人 ヲ治 ムル要道 」 につ いて述べ る こ とにな る。 そ して以 下の

ように論が展 開 されてい く。

「漢 人ハ常 二天 下 国家 ト云 ヒ、天 下 ノ本 ハ、 国 二在 リ、国 ノ本 ハ家 二在

リ ト謂 ヒ タレ トモ 、是周 人、封建 ノ制 度 ヨ リ見 タル順序 ニ シテ」(同 右)

と述べ て、西 は家 族 を国家 の基礎 と見 なす中 国封建 制の家族 国家観 を退 け

る。 ここで 「天 下 ノ本ハ、 国二在 リ」 とは どの ような ことを言 ってい るの

であろ うか。西 は国家 の成立 に先立 って社会 の存 立が ある と先 に述べ てい

たが 、その ことと考 え合 わせ る と、 中国封建 制 の時代 は、天下(社 会 と解

釈す るのは強引 なの は承知 の上 で敢 えて社会 と解 す る)と 国家の順序 関係

を逆立 ちさせ てい る と批判 してい るのではない だろ うか。だか らこそ次 に

「郡 県 ノ世 二在 テハ 、 固 ヨリ天 下(=社 会)ト 国 トノ別 ナ ク、一 国 ノ大政

府 と郡 県 ト、大 小 軽 重 ア レ トモ、 政 府 タル性 質ハ 、 同一 ニ シテ」(同 右)

と、独 特 の社会 観 であ るが、政府 も郡県 も 「治人」 とい う事 業 をなす 「人

間社 交(=社 会)中 ノ会社(=社 会)ノ ー種 トシテ」(同 右)と 見 な され

る とい う。多分 こ こでは 「人 間社交」 は、あ らゆ る会社(=小 社 会)を 含

む全体 と しての社 会(=天 下)を 含 意 してい るの であ ろ う。X31そして 国

家=政 府 が 「会社」 の0種 と して見 な しうるの は 「三宝 ノ道徳論 二在 リテ

ハ」 当然 視 され るゆ えんの説明 に移 ってい く。

「治 人」 が政 府 の事業 で あ る以上 、 政府 ノ性 質(=機 能)を 論 ず る こと

は、 必然 的 に 「人 ヲ治 ムル ノ要 道 」 を論 ず る こ とにな るだろ う。 政 府 は

「三宝 ヲ貴重」 す る道徳 に抱 含 され る機能 を もた ざる をえず、 そ うい う意

味で、 この道徳 の方 が政府 の機能=性 質 を抱含 す る と西 は考 えてい るの で

ある。

政 府 は 「貨殖 ノ為 二立 ル会社.1、「工業 ノ為 二立 ル会社 」、「教 門 ノ為 二立
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ル会社」 と同0な 性 質 を有 す る と考 え られ る。 そ れは 「上 二首領 ヲ置 テ・

其会社 一列 ノ同一 ナル 目的 ヲ達 ス ル為 二其事 務 ヲ統一 シ、事 務 ノ多 少 ト、

一定 ノ方 向 トニ従 ヒ、 幹 事 ヲ立 テ ・之 ヲ分 掌 セ シム ル」(同 右)と い う

「形質」(=「 性 質」)、を共 有 し、 異 な るの は、 そ の 「度量」(=大 き さ)

にお いてのみで、 それ は 「全特(論 理学 でい う全称特 称)ノ 別ナ キ能 ハサ

ル耳」(五 三 四頁)で あ る。 そ うは言 って も、 三宝 の どれか 一つ に 目的 を

定 めてい る とい うこ とか ら言 えば 「教 門(=宗 教)ノ 会社」 は例外 であ る

と断ってい る。 とい うことは、会社=社 会 は必ず 、三宝 の どれか一つ を 目

的 と してい る とい うこ とで ある。 「特 」 と言 われ る ゆえんであ る。 「貨殖 ノ
ト ミ チ エ

会社」 は 「富 有」 を、 「学術 ノ会社」 は 「知 識」 を 目的 と してい る。(ま た

先 に挙 げ た 「工 業 ノ会社」 につい ては言及 されてい ないが、後の記述(五
マ メ

四〇 頁)か ら察す るに、 「健康」 を目的 とす る と解す る こ とがで きる。)

「教 門 ノ会社 ヲ除 ク」 と言 いなが ら、そ れで は何故 「除 ク」 のか は、 「教

門 ノ会社 」 が直接 三宝 の どれ か を目的 に してい ないか らであ るが 、そ もそ

も 「教 門」 は人 間存在 の外面 的な部分 にで な く、 内面的 な部分 に関 わる と

西 は考 えたか らで あ ろ う。 「教 門」 に関 して は、西 は同 じ 『明六雑誌 』で

「教 門論」ゆ にお いて論 じて いて、今 それ につ いて は詳 しく触 れ るわ け に

はいか ないが 、今 の論 点 に関わ る限 りにお いて一 例 を引用 して お く。 「信

ナル者 ハ 人々 ノ心裏(=心 理)二 存 ス ル者 ナ リ」(四 ・六 ・オ)。 信仰 は個

人の内面 的生 と して捉 え られ てお り、現在 で も漠 然 とそ う考 え られて いる

が、事 はそ う単純化 して捉 え られ る もので はない ことが、現 在 の世界状 況

を見れ ば明 らか で あ る。 今 は それ につ いて触 れ ない。 「教 門」 は 「心 裏」

において 、三宝 が もた らす と同 じように、 人間の 「福 祉(=幸 福)」 を も

た ら して くれ る とい う意味 で、他 の 「会社」 と同 じ 「会社」 と呼 ばれ るの

で あって、必 らず しも宗派 を結 んで ひ とつ の 団体 をなす か ら 「会社」 とい

われる(そ の側面 は否定 で きないが)の で はないだ ろ う。 これ は私 の偏 見
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か も しれ ないが 、西 は会社=社 会 は、 入間が 自 らの福祉(=幸 福)を 実現

す る もの として捉 えているので はない だろ うか。

ここで、 それで は三宝 の ひ とつ 「知識」 も同 じく人間の 「心 裏」 に関わ

るので は ないか とい う疑 問が生 じるが、 「教 門」 との違 いを西 は次 の よう

に述べ てい る。 「日 ク文教 ノ教 門 ト其別如何 」 と自問 し、 「凡 百学術 ハ 人智

ヲ開明 ニス ル者 ナ リ教 門ハ人智 ノ及ハサ ル所 二根 サ シ信 二発 スル者 ナ リ故

二文 教 ト教 門 トハ 素 ヨリ天壌 ノ別 ア リ」(六 ・三 ・ウ)と 自答 してい る。

だか ら 「知 識」 その ものは 「心 裏」 に在 って も(西 は こうい う言 い方 は し

てい ないが)、 「人智 ヲ開明」 に して、 「禽獣 ノ学 」 「電気 ノ学J「 地質 ノ学 」

(同右)等 を通 して 実現 され る外 面的 な もの を通 して 人間の 「福 祉 」 を増

大す るので あ り、 あ くまで内面 的生 に と どまる 「教 門」 とは天地 の ご とく

異 なる とされるので ある。

「特 」の 会社 に対 して政府 は 「全」 の会社 とされ るが、 それ は、 「政府 ト

云 フ会社 ノ 目的ハ 、三宝 ヲ兼 テ、之 ヲ保護 スル ノ 目的 ヲ、達 スル為 二設 ク

ル所」(五 三四 頁)で あるか らで ある。 す なわ ち、政 府 は三宝 の どれか ひ

とつ を 目的 とす るのではな く、三宝 すべ て を保 護す る ことを 目的 とす るの

であ る。 この表現 には若 干のず れが見 られ る。 それは、 「特 」の 会社 は直

接 三宝 の いず れ か を貴重 し増 進 す る の に対 して、 「全 」 の会社=政 府 は、

直接 的 にで はな く、 「特」 の会社 、 あ るいは諸個 人が保 護 を通 して三宝 を

貴 重 し増進 す るの を手助 けす る、あ るい は勧 め る とい う形 で、間接 的 に三

宝 の貴重増進 に関 わる とい うこ とであ る。1;,f

政府 とい う会社 は三宝のすべ て を貴重増進す るの を保 護す る ことを 目的

と して設け られたの だか ら、 「此 由縁 ヲ以 テ」 「他 ノ会社 ヲモ、管轄 ス ルノ

権利 ヲ有 ス ルナ リ、讐ヘハ 貨殖 ノ会社 モ、工 業 ノ会社 モ、教 法(=教 門)

ノ会社 モ、 三宝 保 護 ノ権義二渉 ル丈 ノ所 ニテハ 、他 ノ会社 ヲ、管 理 スヘ キ

ノ義務 アルナ リ」(同 右)と 言 われ るが 、少 々解 りに くい。 ここに 「権利」
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「権義(二 権 利義務)」 「義務 」 とい うこ とばが 出 て くるが、 「管轄 スル ノ権

利 」が 「三宝保 護 ノ権 義」 とな り、「管理 スヘ キノ義 務」 とな るに至 って、

「権利」 と 「義務 」 とい うこ とばが、 同 じ意 味 で無差別 に使 用 され てい る

が、 こ こでは む しろいずれ も 「義務」 の意味 で使 われてい る ように思 われ

る。 そ うで ない と、保 護す る ことが政府の機 能であ る以上、それ を義 務 で

な く権利 とす る こ とは、政府 の統制 機能 を強め、保 護 機能 を逸脱 して しま

うことに なるだろ う。 もっ とも、当時 の明治専 制政府 は、 それ を権 利 と し

て行使 し、殖産興 業 をはか り、富 国強兵 化 を目指 そ うと していた ことか ら、

現実 は権 利 だったのか もしれないが。西 は後述す る よ うに、保護 とい う観

点 か ら、勧 農 、勧 工等 につ いては 「道徳上 ノ義務 、即 チ道義 ナ リ」(五 三

七頁)と 述べ てい る。

以上見 て きた よ うに、個 人及 び会 社(「 特 」 と しての)が 」 己れ の健康

知識富 有 とい う三宝 を貴重 し増 進す る権 利義務が あ る ように、政 府 も、 と

言 うよ り、政府 は個人 及び会社 が三宝 を貴重増進す るの を、妨 げ られ ない

よう保 護す る道 徳的義務(権 利 ではな く)が ある と されるのであ る。ヘ イ

ブ ンス は次 の よ うに言 って い る。 「国家が 人 間社 交 中withinsocietyat

largeの 一単位 にす ぎない とい う思想 と、政 府の役割 は会社societyの 利

の保 護者 であ るこ とを義 務 とす る とい う理論 とは共 に、 家族 に基礎 を置 く

正 統的 な朱子 の 国家観 念 と真 っ向か ら対立す る もので あ り、立憲 政府 とい

う ヨー ロ ッパの理論 の、西 の政 治思想へ の影響 を示 してい る1(ilの で あろ

う。 しか し、す ぐに見 る ように、それ に も拘 わ らず、西 は立憲政 治 にはそ

う重 きをおい てい るわけではない よ うな語 り方 をす るが、 どうな って いる

のか。
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政府 の義務 につ いて以上の よ うに述べ た後、次 の ような見解 が示 され る。

少 し長 いが 引用 してお こ う。 「然 ルニ三宝 ノ道 徳論 ニ テハ 、既 二政府 ヲ観

ルコ ト、如此 クナル ヲ以 テ、 カノ政府 ノ体制 、即 チ所謂 、政体 ト云 フ者 二

拘 ハ ルコ トナ シ、故 二筍 モ、 三宝 ヲ忽略 ニセス シテ、之 ヲ貴重 シ、是 力保

護 ヲナセハ、行 ク所 トシテ、此 道、此 徳 ノ行 ワ レサ ル コ ト莫 シ、故 二君主

専制 ナ リ、共和政 治 ナ リ、豪 族政治ナ リ、筍 モ三宝 ノ保 護 ヲ得 レハ、拘ハ

ル所 二非 ス・総 テ此 等 ノ政体 上 ノ区別ハ、皆 其 国 ノ社 交 開発 ノ度 二準 シ、

歴史上 ノ沿 革、形勢 二従 ヒ、如何 ニモ三宝保 護 二、至便 、至 利 ナ ルヲ主 ト

スヘ シ、 〔本 邦 ノ如 キハ、万 世一系 ノ皇統 ヲ奉 スル コ ト、我 力人民三宝 ノ

為 二、至便 至 利 タ リ、〕 故二 三宝説 ハ、政体 二 関渉 ス ルコ トナ シ、唯其 政

府・ 三宝 ヲ忽略 シ、或ハ其保 護 ヲ怠 リ、或ハ 反 リテ、之 ヲ危 害ス レハ、 直

チ ニ其以 テ政府 タル所 ノ実 ヲ失 フナ リ」(五 三四 頁)。 一見論 旨は簡単明瞭

であ る。三宝 を貴重 し増進 す るのに保護 を与 えて、その貴重増 進 に利あ れ

ば、政体 は どん な もので も良 い、 とい うわけで ある。 これは極 論 の ように

も見 えるが、 ことはそ う簡単 で はない。論点 を摘 出 してみ る と、a三 宝 の

道徳論 は政体 に関渉 しない。b政 体上 の区別 は社 会の進歩の度合 い(歴 史

上の沿革、社 会状態)に よ り異 なるが、 その都 度三宝 のため に至 便至 利 を

旨 とす る。c本 邦 は天皇 を奉 ず るのが至便 至利 である。d政 体 は三宝 の保

護 を最大 の眼 目 とす る、 とい ういわゆる夜警 国 家論 であ る。eそ して前節

の最後 にヘ イブ ンスの指摘 にあ ったの と裏腹 に、立 憲主義 は どうで もよい

こ との ような主張。 これ らの論点 は必ず しもそ れぞれ独 立 して い るわ けで

はないが、以 下、西の地の論 考や、 同 じ明六社 の社 員の論 考 と比 較 しなが

ら考察 してみ たい。

まず、三宝の 貴重増 進 に至 便至利 な らば、 どんな政体(「 君 主専制 ナ リ、
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共 和政治 ナ リ、豪族 政治 ナ リ」)で もよい とす る点 で あ るが この よ うな功

利 的な見 解 は、必 らず しも西0人 の見解 で はな く、西 ほ ど極端 で はない に

しろ当時の啓蒙思想家 一般 の見 解で あった と言 えるであ ろ う。

同 じ 『明 六 雑 誌 』 第 二 十八 号 に掲 載 され た西 村 茂 樹 の 「政 体 三種 説」

(上 ・下)を 見 てみ よう。(上)で 「因襲 政治」(「其建 国 ノ時 ノ政 体 ヲ以 テ

善美 ナ リ トシ、少 シモ其可否 ヲ考ヘ ズ只管 コ レニ因襲 シテ政 治 ヲ為 ス者 …

…因襲政 治ハ 人君独 裁 ノ別 名 トス ルモ可 ナ リ」(四 ・ウ～五 ・オ)「 因襲道

理混合 政 治」(「国民習慣 ノ良否 ト開化 ノ深 浅 二従 ヒ、 一半 ハ 因襲 二依 リ、

一半ハ道理 二愚 リテ政体 ヲ定 メ シ者 ……君民 同治 ノ政体 ハ
、 因襲 道理混合

政 治 ノ別 名 トス ルモ 可 ナ リ」(五 ・オ～ 五 ・ウ)、 「道理 政治」(「唯道理 ヲ

講究 シテ其 政体 ヲ立 ル… …平民 共和 ノ政体ハ 道理政治 ノ別名 トスルモ可 ナ

リ」(五 ・ウ)と 、民の知識 の開 け具合 に応 じて三政体が 区別 されてい る。

す なわ ち、 「因襲 政治 ハ 蒙昧 ノ政体 ニ シテ、 混合 政体ハ 蒙昧 二明智 ヲ兼 タ

ル政体、道理 政治ハ純 二明智 ノ政体」(六 ・オ)と され るが、(下)に おい

て 、政 治 を論ず る には、 「凡 ソ政 治ハ 、 民 ノ開化 ノ度 二従 フベ キ者 ニ テ、

其 国 ノ政 体 、其 民 ノ開化 ノ度 二応 ズ レバ 治 マ リ、応 ゼザ レバ 治 マ ラ ズ」

(六 ・ウ)で あ るか ら、政体 につ いて は 「道理上」 の観点 よ りは 「功験 上」

の観点 か ら論 じなけれ ばな らない と主張 してい る。 これ は功利的 な政体 論

で あ り、 その限 りで は西の ような極論(と 見 える ような)で はないが、基

本 的 に は西 の見 解 と一 致 して い る と言 え よ う。 しか し、 西村 は他方 で、

「道理政 治ハ今 日ノ政治 二非 ズシテ未 来 ノ世 ノ政 治 ナ リ」(七 ・オ)と も釘

を さ してい る。西 自身 もこの点で は、 「人生 三宝説(三)」 で、観 点 は異 な

るが 、 「専 制政府 等 二於 テ能見 ル所 ノ如 キ門地世 族 ノ習 ハ、此 三宝社交 ノ

道 徳学 二在 テ尤 モ濱件 スル所」(四 ・ウ～五 ・オ)と 言 ってい たの であ り、

三宝 説 の道徳学 の観点 か らも政体 に関渉 しない とい う見解 に反す る こ とを

言 ってい たので あ る。(反 論 と して は、専 制 政府 も 「門地世 族 ノ習」 を し



なけれ ば、可 で はな いか、 とい う主張 が考 え られ るが、西 は 『百一新 論』

等で、徳 治 は法 治 に よ り克服 さるべ きであ る こ とを歴史的考 察 に よってか

つ て明 らか に してお り、統 治者 の恣 意的道徳 的 人格的支配 を否 定 していた

ので あ るか ら、や は り専 制政府 は批判 され てい る と見 るべ きであ ろう。)

西村 は 「功験 上」 と言 ってい るが 、 「実 際 に現 れた効果 か ら」 とい う意

味 だろ うが 、 「君民 同治」(=立 憲君主制)が 現実 の 日本 には適 わ しい と言

ってい て正 直 だが、西 はそ の点、専 制政府 云 々 と言 って いなが ら、「政体

二関渉 スル コ トナシ」 と言 うの は正直 でない ような気がす る。

次 に、 同 じ く明六社 の社 員福 沢諭吉の場 合 を見 てみ よう。 それ は 『文 明

論 之概略 』 の第三 章 「文 明 の本 旨 を論 ず」 の次 の ような箇所 で ある。 「文

ゆ たか

明とは人の身を安楽にして心を高尚にするをいうなり、衣食を饒にして人
た っ と

品 を貴 くす る をい うな り。」(r)を功利 主義 的 な文 明観の い わ ば定義 を し、

更 にそれが 「文 明 とは人の安楽 と品位 との進歩 を言 うな り。 また この人の

安楽 と品位 とを得せ しむ る ものは人の智 徳 な るが故 に、文明 とは結局、 人

の智徳 の進 歩 とい うて可 な り。」㈲ と言 い変 え られ る。 こ う文 明 を定義 し

て おい て、 で は文 明 の進 歩 と政 体 との 関係 は どうか とい う問 いが な され

る。

西洋諸 国の文明 の形勢 を見 る と先 ず貴 族 を倒 し、 日本で は廃 藩置県 に よ

り士族 の専 制 を失 わ しめ て、 と もに平等 な社 会 な志 向 してい る こ とか ら、

「文明 の本 旨は上下 同権 にあ らずや」「文明 の国 には君主 を奉 ずべ か らざる

が 如 し、果 して しか るや」S9)と。つ ま り、文 明化の歩み は特定 の政体 を要

求す るので はないか、 と問 うているので ある。 しか もそれは現 実 の明治政

体 に直接 関 わる形 で 「君主(=天 皇)」 制 の是非 を問 う形で な されて い る

の であ る。 そ れ に対 して、 次 の ように答 える。 「これ いわゆ る片 眼 を以 て

うかが ち ょう

天 ドの事 を窺 うの論 な り。 文明 の物 たるや大 に して重 なるのみ な らず、 ま
こう かん し こう し かん あに い

た洪にして寛なり。文明は至洪至寛なり。豊国君を容るるの地位なからん
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い

や 。 国君 も容 るべ し、貴 族 も置 くべ し、何 ぞ これ らの名 称 にかか わ りて

く く

区々の疑 念 を抱 くに足 らん。」{spyと言 って、立 君の制 は階級 のあ るな しに、

専 制 自由 に関 わ りな く行 われ て い る と例 を挙 げ、次 の よ うに一般 化 され

る。

すへ

「都て世の政府は、ただ便利のために設けたるものな り。国の文明に便
てい さい

利なるものなれば、政府の体裁は立君にても共和にもても、その名を問わ
かいびゃく こころ

ず してそ の実 を取 るべ し。 開 開 の時 よ り今 日に至 る まで、世 界 に試 み た

る政府の体裁 には、 立君独 裁 あ り、 貴族合議 あ り、民 庶合議 あれ ども、 た
いず な

だその体裁 のみ を見て何 れ を便 と為 し何 れ を不便 と為 すべか らず 。 ただ一

方 に偏 せ ざるを緊要 とす るのみ」。(llf

ここで はギ ゾーの 『文 明史』の議論 を援 用 して、文 明 と立君制 の関係 に

つ い て、功利 主義 の観点か ら 「名」(=立 君制)よ りも 「実 」(=西 の表現

を借 りれ ば、文明 の進歩 に とって も至便 至利 であ る こ と)を 問題 にすべ き

であ る と主 張 されてい るが、立君制 が単 なる 「名」 であ るのか どうか、 立

君制 その ものが文 明的 な もの であ るか どうかの検討が パ ス されて しまって

い る。 しか し、 『文 明論 之概 略 』が書 か れて い くら も経過 してい ない 時期

に書 かれた と思 われ る 『覚書 』 におい て また」次 の よ うに も記 してい るの
あ りが たき み よ たのし がん らい

で ある。 「聖明 の天子、賢 良の臣、難 有御代 、楽 しき政府 な ど ・は、元来 、
さ い いつ わ り あ らず なん へつ らい

何物 を指 して云ふことなるや。偽 に非ず して何ぞや。俵に非ず して何ぞ
もって かか ふ つ ごう もちう

や。人心の愚なること以て見る可 し。斯る不都合なる言葉を公然 とし用
ふ う ぎ さ てん ゆ おい は じ た

るの風を成してより、偽詐詔諌は人の品行に於て恥るに足 らざるものと
な

為 れ り。 …」。i12)す な わ ち、 文 明 と は 人 の 「心 を 高 尚 に す る 」 の で あ り、
いつわ り へつ らい

「智徳 の進歩 」 とい うな らば、「君 主 を奉 ず」 るの は、 「偽 」 であ り、 「俵 」

であ って、立 君制その ものが文明的で ない と言 ってい るので はないか。立

君制 その ものの検 討 をせ ず に、 あるいはすべ ての個 々の政体 の検討 をせず



に、「国の文明に便利なるものなれば」 とい う功利主義的観点か らのみ、

政体の是非を問うというのは、文明そのもの彼の定義を裏切ることになる
あいたい か ぎ

の であ る。 「そ もそ も文 明 は相 対 した る語 に て、 その至 る所 に限 りあ るこ

とな し。 た だ野蛮 の有様 を脱 して次 第 に進 む もの をい うな り。」q3・と言 わ

れている文 明 と相対 してい る 「野蛮の有様」 の抱 え込みす ら許容 されて し

まうので あ る。 さらに 「実 を取 るべ し」 と言 うが、立君制(=天 皇制)に

いか なる 「実」 が あ るのか、 いかなる 「国の文 明 に便利 なる もの」が ある

のかが全 く論 じられてい ない。(後 年 「帝室論 」 「尊 王論」 な どで論 じられ

る ことになるが 、それはか な り、時事 的 な時代状 況 に関わ った ものなので、

ここでは触 れ ない。)

そ して実 は、 これ は西 の 「〔本邦 ノ如 キハ 萬世一系 ノ皇統 ヲ奉 ス ル コ ト、

我 力人民 ノ三宝 ノ為 二、至便至 利 タリ、〕」 とい う見解 におい て も同様 なの

で ある。 「人民 ノ三宝 ノ為 二」 どんな 「至便至 利 」が あ るの か につ いて全

く論ぜ られず 、断定 的に言い っぱな しなので あ る。ヘ イブ ンズは 「大部分

の啓蒙 思想 家 た ち と同様 、西 は天皇 を国民 再 統 合 の象徴 とみ な した」c141

と記 してい るが、 そ して歴史 的事実 としてはそ うい う面があ ったか もしれ

ないが、根拠 な しに記 してい る。

いず

さらに、様々な政体について 「ただその体裁のみを見て何れを便と為 し
な

何 れ を不便 と為 すべ か らず。 ただ一方 に偏せ ざ るを緊要 とす るの み」 と言

われ ると き、何 を基準 に して 「一方 に偏せ ざる を緊 要 とす る」 のかが示 さ

れ ていない。 仮 に文 明化の歩 み に とって便不便 であ るかが基準 と され るの

であ れば、 どの政体 にとって も 「便」 なる面 と 「不便」 なる面 が ある と考

え られ る以上、 結局 どの政体 で も許容 され る こ とに な り、相対 的 に この政

体 が あの政体 よ りい くらか ま しだ とい うこ とが 、 「一方 に偏 」 しない こ と

にな り、 とて も緊要 とされ る こ とにはな らない だろ う。 つ ま り、 悪 しき相

対主義 に陥って しまうこ とにな って しま う。
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さて、西 の最 初 の引用 の部分 に戻 ろ う。 「三宝 ノ道 徳 論 ニテハ 、… …政

体 ト云 フ者 二拘 ハ ルコ トナ シ、… …三宝説 ハ、 政体 二 関渉 スル コ トナ シ」

とい うが 、西 はか つて 『燈 影 問答』(明 治 三年 冬)で こ う言 っていた の で

はないか 。 「… …それ政 府 てふ もの は、 人民 よ り君 主 を撰 ミ立 た る もの な

るか ゆへ に、人民の之 を尊敬せ さる を得 す、其君主 を尊 ミ立 るに及 むては、

人 民お の ・ ・所 有 となす ところの権 の 一分 を分 つ て君主 に托 せ さ る を得

す、既 にそ の0分 を托す るか故 に、お の ・a君 主 の法令 を守 りて違背 す る

こ と能 ハ す、 かつ おの れ を 自在 になす こ とあたハ さる もの な り、 君主 は

人 々おの い の一 分の権 を預 かる もの な るか故 に、その善悪 曲直 を弁別 し、

法 を もて ミた る こ となか らしむるは、政 府の本体 た る ところな り」ll.と。

そ して この 「人生 三宝説」 の(一)の 末尾 で も 「人 ヲ治 ムル要即 チ 同生 同

人 ノ依 託 ヲ受 ケ テ公 二其 事 に任 ス ル ノ道」(三 八 ・五 ・オ)と 。つ ま り一

種の社 会契約説 と見 ていいの だう と思 われ るが、 この点 か らも 「政体 ト云

フ者 二拘 ハ ル コ トナ シ」とは言 えないであ ろ う。さ らに 「政体上 の区別 ハ、

其 国ノ社 交 開発 ノ度二準 シ、歴 史上 ノ沿 革、形勢 二従 ヒ」 と言われ る と き、

政体 は社 会 の開明化 の度合 に応 じて、福沢 の ことばを使 うな ら、文 明化の

度 合 に応 じて、 そ の段 階 にお いて の文 明 的 な政体 は どれ であ るか 、依 託

(もちろ ん三宝保 護 に至便至利 で あ る こ とが 条件 で あ るが)の 方法 も自ず

と決 まって くるだろ う。 しか もその方法 は、統 治者 の恣 意的徳治 的 な もの

に左右 されて はいけないのであ るか ら。

この依 託 とい う一種 の社会契約 説的見解 で思 いお こされ るの は、 さ きの

福 沢で あ る。 『学 問 のす ・め』 第二編 「人は 同等 なる こ と」 におい て 「元

来人民 と政 府 との 間柄 は、 もと同一体 にて その職分 を区別 し、 政府 は人民
みょうだい

の名 代 とな りて法 を施 し、 人民 は必 ず この法 を守 るべ しと、 固 く約束 し
た と

たるものな り。讐えば今、日本国中にて明治の年号を奉ずる者は、今の政

府の法に従うべ しと条約を結びたる人民なり。故に一たび国法と定まりた
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た と

る こ とは、仮 令 い或 いは人民 一個 のために不便利 あ る も、その改 革 までは

これ を動 かす を得ず。小心翼 々謹 みて守 らざるべ か らず。 これ即 ち人民 の

職分 な り。J'6}と述 べ てい るが(こ れ は多 くの批 判 に さ らされて い るよ う

に、 これが 出 された 明治六年 十一 月には、 人民 が政府 とそ んな社 会契約 を

結 んでい る わ けで は ないの で、福 沢 の一種 の フ ィクシ ョンで あ るけれ ど

も)、一 旦依託 契約 した な ら、福沢 の言 うよ うに、 「不便利 あ る も」従 わざ

る を得 ず、西 の言 う ように 「唯 政府、 三宝 ヲ忽 略 シ、或 ハ其保 護 ヲ怠 リ、

或 ハ 反 リテ、 之 ヲ危 害 ス レハ、 直チ ニ其 以 て政府 タル所 ノ実 ヲ失 ウナ リ」

(傍点筆者)と い うわ けにはいかないのであ る。

この ように西の 自己矛盾 を も抱 え込 まざる を得 ない極論、政体 に対す る

功 利主義的無 関心 を表 明 させ た もの は何 だ ったの だろ うか。ヘ イブ ンズは

次 の ようにそれ を説 明 してい る。 これは西 の生涯 にわた る政治 的立場 の要

を得 た結論 で あ って、 「この正 統 的 な らざる立場 には、大事 なの は政策 で

あ って統 治形態 では ない とい う利 点があ る。 しか し、西は少 な くとも、見

境 いな しにで はない に して も非常 に非現 実的 で あ り、現実 には 国の統 治形

態 とその基礎 にあ る哲学 が人 間の健康知 識富有 の保護 に通常決 定 的であ る

ことを見損 って しまった」。tlT)ここで言 われ る統 治形 態の基礎 にあ る哲 学

とはそれ こそが功 利主義 であ り、それ を基礎 に してい るのが立憲 民主制 国

家で あるのが、 当時の英 国の姿 であ るの に、 その現 実 を拾象 して、功利主

義の成立 の社 会的歴 史的背景 を抜 きに功 利主義 に基 く議論 を展 開 して しま

って い るの であ る。 「其 国 ノ社交 開発 ノ度二準 シ、歴 史上 ノ沿 革 、形勢 二

従 ヒ」物事 を考 えなければい けない との 自覚 が あ りなが ら、功利 主義 と立

憲 国家 とい う政体 との結 びつ きを切 り離 して しまってい るので あ る。 もち

ろん理 由が ないわけで はない。 当時の 日本 はそ んな英 国の姿 には遠 い こと

を西 は当然認 識 していたであ ろ うが 、彼がかつ て生 きていた徳 川幕府 の時

代 が 「三宝 ヲ忽 略 シ、或ハ其保護 ヲ怠 リ、或ハ 反 リテ、之 ヲ危 害」す る政
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体であたという強烈な思いがあり、一方で維新により、特に廃藩置県によ

り最終的に、士緑、家系、武力を廃絶 した政体になったという状況のもと

で一刻も三宝を貴重 し増進する社会になってほしいという思いが現状をも

飛び越える形で、西にこのような極論を吐かせたのかもしれない。

しかし、結果的には、西をして強権をふるう専制国家の支持 という立場

に知らず知 らず置 くことになったのも否めないことだろう。

八 余今敢議院 ヲ起スノ可否二就テ之 ヲ論スルニ非ス

ここでこれらとの関わりにおいて、いわゆる 「民撰議院論争」における

西及び明六社の社員の動向を見ておきたい。民撰議院設立論争はいわゆる

明治六年の政変により下野した板垣退助らによって明治七年0月 一七 日に

左院に提出された 「民撰議院設立建白書」を契機に引 き起こされたが、明

六社の社員の見解はまちまちであった。加藤弘之、森有礼、西周らは時期

尚早論を展開し、津田真道は早期実施を、西村茂樹、神田孝平、清水卯三

郎らは支持 をそれぞれ表明した。ただいこの論争では神田孝平を除いては

実質的に民撰議院設立そのものの議論がなされず、建白書の枝葉末節の部

分にこだわるものが圧倒的に多 く実 りあるものとならなかったと言ってよ

いと思う。1181ところで、福沢がこの時期民撰議院についてほとんど発言

していないのが目立つが。(191

さし当り西はどう反応したか。彼はこれに関わる三つの論考を 『明六雑

誌』に発表 している。第三号に 「駁旧相公議一題」、第十九号に 「秘密説」、

第二九号に 「網羅議院ノ説」である。

ここでは 「駁旧相公議一題」を見ておこう。これは先に指摘 したように

漸進論的立場から、民撰議院設立の可否については論ぜずに、 日本の人民

はまだ民撰議院において国の政策を決定 しうるほどに充分に開明されてい



ないからという、加藤弘之の考えと同じ立場か ら時期尚早とした。民撰議

院設立の可否ではなく、建白書の些細な矛盾をつ くに終始 してお り、0体

何のためにこんな反駁書を草する必要があったのか理解に苦 しむほどであ

る。
フTジ ソク ケ ミカ ル ポ リ チ ンク ロ オLリ ジ オ ン

まず、「格物ナリ化学ナリ器械ナリ亦カノ政事ナリ法律ナリ法教ナリト

同日ニシテ論スヘキカ」(九 ・オ)と 『百一新論』で論 じられた理の区別

に基いて、汽車電信等はその普遍の故に西欧の成果を学んで直ちに受け入

れられるのに反 して、政治法律宗教等は自然学 と理法を異にするので、西

欧においてさえ英仏の議院政体は 「天壊相反スル」(同右)の であって、

それぞれの国情の違いにより、汽車電信のような科学技術と同日に論ずる

ことはできないとする。例が面白い。石を空中に投げれば必ずまた落ちて

くるけれど、雇われた0貧 人に百円渡して三十里先に0物 品を買いに行か

せたら、彼は買い物をして必ず戻って くるか どうかは石の場合 と同一を期

せるか、と。

次は大事な論点であるが、「人民政府二対 シ租税ヲ払フノ義務 アルハ則

チ其政府ノ事ヲ与知可否スルノ権理ヲ有ス是天下ノ通論ナリト」(九 ・ウ)

という建白書の主張に対 して、「通論ノニ字何等ノ議ゾ」と言って 「人民

既二租税ヲ出ス則チ是二対シテ其保護ヲ望ムノ権利ヲ有スヘシ然 トモ其之

ヲ参与可否スルノ権理ハ則其国創メテ政体 ヲ建ル時二在テ之ヲ定ムヘシ」

であって、仮にルソーの社会契約論に拠ったとしても同様であって、「政

府ノ事ヲ与知スルノ権利ハ租税ヲ出ス ト相対スルノ権利二非ス」(同 右)

と言う。租税負担の義務に相対する権利として保護を受ける権利はあって

参政権は約束によるのであって当然の権利ではないとされるのである。こ

の点では私権の徹底的自由を主張しながら(lf?1、公権について消極的な福

沢とよく似ていると言えよう。そして 『人権新説』以前の天賦人権論に依

拠する加藤弘之の方が公権の主張を前面におし出しているのである。明治
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元年 に公刊 した 『立 憲政体略 』次 いで明治三 年 に公刊 した 『真政大 意』 を

見 てお こ う。 論 旨 は 『隣 草』以 来 の もの で あ るが 認識 の深 化 が顕 著 で あ

る。

まず 『立権 政体略X207で あ るが 、 「政体 総論」 におい て五つ の政体 の区

別 を論 じ、 「上 下 同治 」 「万 民共 治 」 にお い て各 々の 「国権」 「三大 権 柄

(三権分立)」 につい て論 じた後 、「国民公 私二権」 において 「私権」 「公 権」

が論 じ られ る。 「君主 檀制 、君主専 治、 貴顕専 治」 にお いて は人民 は この

二権 を もたない が、 「立憲 二政体(=上 下 同治 、万 民 共治)」 にお い ては、

「其臣民 タル者 ノ身、 自ラ権利 ノ存 ス ルア リ」 とされ、「私 身二関係 ス ル所」

の 「私権 」 と 「国事 二預 カル」の 「公権」 とい う 「二類」 の権 利 をもつ と

され る(二 四頁)。 「私権 」 には 「生 活」 「自身 自主」 「行事 自在」 「結社 及

ヒ会合」 偲 言書 自在」 「信法 自在 」 「万民 同一」 「各民 所有 ノ物 ヲ 自在 二処

置 スル」 等 の八つ の権利が挙 げ られ ているが、 これは福沢 らの見 解 とほぼ

同 じであ る(二 四 ～二五 頁)。 そ れ に対 して 「公 権 」 には二種類 あ って、

ひ とつ は 「立法府官 員 ヲ選択 スル ノ権 利及 ヒ其官員 二選択 セ ラルル ノ権 利」

す なわ ち選挙権 と被選挙権 とい う 「其尤 モ著 大 ナ ル者」 である。 時代 的制

約 か ら当然 であ るが、 さまざまな制 限選挙 を認 めてい る。他 は 「諸官 二任

スル ノ権 」 で これ は 「准其才 能二従 ヒテ高卑 諸官 二登庸」 され る(二 五 ～

二 六頁)。 もちろん この ように公権 を認 めた と言 って も、加藤 の現状 の観

察 に基 く認識 は、 「君 主専 治 ノ如 キハ未 タ開 ケ ヌ蚕 愚 ノ民多 キ国 ニア リテ

ハ、甚 タ適 当セ ル政体 ナ リ トイヘ トモ、漸 ク開化 二向ヘ ル国ニ ア リテハ直

二廃棄 セサ ルヘ カ ラス」 と言 うよ うに 「漸 ク開化 二向ヘ ル」状 態で あ り、

「去 歳我 旧幕 府時勢 ヲ観 察 シテ政権 ヲ天朝 二帰 納 セ ラ レシ ヨリ、万 機一新

公 明正大 ノ政 治 ヲ起 シ玉 フ。真 二皇 国中興 の盛業 ニ シテ、 百姓12Pノ 幸福

コ レヨリ大 ナ ルハ ナ シ」(一 九頁)と い う見解 と相 まって、君 主専 治 を さ

し当 り採 用 す るの が良 い とい う見解 であ り、 「公 権」 を直 ちに認 め る とい
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うので はない。

しか し加 藤の現実論 は ともか く、近代 国家 はい わゆる家産 国家 で はな く、

国民 が私権 のみ な らず公権 とい う基本 的な権利 を も有すべ きだ とい う指摘

は、契約 に よって しかその権 利 をもつ ことがで きない とい う福 沢 、西 の見

解 よ りも当時 にあ って一歩進 んで いた と言 え よ う。

次 に 『真 政大意 』であ るが その 「上」 の後半 で政府 の 「治術 」 と して二

つ あ り、 まず 「臣民 各々他 ノ屈害 ヲ受 ケヌ様 二、 臣民 ノ生 命 ト権利 ト及 ビ

其 私有 ト、此 三 ッヲ保護 ス ル コ トJ(九 一 頁)を 論 じた後、次 の ように述

べ る。 「既 二政体 略 ニモ論 ジ テ置 イタ通 リ、 立 憲政体 ノ国 々デハ 、臣民 ノ

政府 二対 シテ ノ権 利 二、公 私 ノニ通 リガゴザ ル ガ」(九 四頁)と 前 著 『立

憲政体 略』 の 見解 を引 き継 ぐが 、 「私権 」 につ い ては ここで はそ の うちの

七番 目にあげ た 「万 民 同一 ノ権 利」 を強調 して取 りあげているのが注 目さ

れる。 これ は 「皆 同一 ノ保護 ヲ受 クベ キ権利」 で 「皆相応 二 自在 二 自己 ノ

所業 ヲ営 テ、決 シテ他人 ノ為 二限制 セ ラル ・様 ナ コ ト」 な く活動 を可能 に

し くれ、 これ こそが 「人 々ノ不覇 自立 ヲ確 二」 す るのであ り、 ま さに 「欧

国 ノ文 明」 を もた ら した もので ある と してい る。 これ に対 し、 「公権」 に

つ い て も前著 と同 じ見解 で あ るが、 「臣民 ガ憲法(立 憲政治 の下 で の 「公

権」 であ るか ら、現在 の憲法 とい うよ り法律 を指 しているのであ ろ う)ノ

制立 二参与 スル権 利」 と、選挙権 として 「代議士 トナルヘ キ者 ヲ選 挙スル

権利」を言 う。そ して これ こそが 「民 ノ心 ヲ以 テ民 ノ治 ムル所以 」で あ り、

「君主専治 ト上下 同治」の決定 的相違 とされ るの である(九 六 頁)螺 。

西 の 「駁 旧相 公'1題 」 に戻 るが、 西の 尚早 論 の主 張が次 い で、 「人民

ヲ シテ学 且智 二開明 ノ域 二進 マ シ」 め、 「其 通議 権 利 ヲ保護 セ シメ 自尊 自

重 天下 ト憂楽 ヲ共 ニスル ノ気象 ヲ起サ シム」 るの は、民撰議 院 よ りもむ し

ろ司法 文部の政 に求 むるべ きであ る(十 ・オ～十 ・ウ)と い う観 点で示 さ

れる。徒 に早期 に議 院 を開設す るの は稽 古 も しないでい きな り劇 を舞台 に
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のせて、後に稽古をするようなもので客は来ないで終演になってしまうよ

うなもので、大 した害 もないけれども、「今天下 ノ政事 ノ如キ亦是ヲ演習

ノ場地 トナスヘケムヤ」(十 ・ウ)と 反対する。 しかしここで反論されて

いることこそ前に見たように自由民権論者の一人が主張 したことである。

見解の相違と言えばそれまでだが、政治教育とはそういう実施に即 して初

めて効果のあがるものであると考えられる以上、西の演劇の例はこの場合

適 しい例とは言えないであろう。

そして更に、森有礼 と同様に1231、「夫帝室漸ク其尊栄ヲ失ヒ政令百端朝

出暮改政情実二成リ賞罰愛憎二出ル」という現政府批判は、建白者たちが

数 ケ月前 まで政府の一員であった時以来のもので、「之 ヲ責ム、亦自ラ其

面二唾スルカ如キノミ」と批判というよりも非難をする12引。

西が演劇の上演に際して稽古を充分にしないまま開演するのは不可 とし

た例によって民撰議院開設の尚早論を主張 したことと対照的に主張 した、

外国人の内地旅行自由化論を見ておきたい。西は 『明六雑誌』第二十三号

に 「内地旅行」という論説を前月十一月十六 日の明六社の定例会での演説

をもとに発表している。民撰議院開設尚早論 とは反対に、ここでは内地旅
トウナス

行 自由化を直ちに実施すべ しと主張 している。「南瓜」を食べてみないと
マ ス イ

「旨 イカ不佳 力腹 ノ為 二善 イカ悪 イ カ分 ラナ イ ト同様 内地 旅行 モ許 シテサ

シ テ見 タ上 テ ナ ク テハ 善 力悪 イカ実 ハ 分 ラナ イ訳 デ ゴザ ル」(一 ・オ)

云 々の例 は御 愛敬 と して、次の ように論 ず る。論 理学 の演繹法 と帰納 法 を
ト コ

虚仮威 しの武器に使って、まず前者に依拠 して、「今政事上 ノ方向ハ何庭
ダレ

ニ在 ルヤ ト視 タラ好和 開交 ト云 フ針路 ヲ取 ッタ ト云 フコ トハ誰 テモ識者 ヲ

待 タスシ テ知 レ タコ トデ ゴザ ル」(三 ・オ)だ が、物 事 は正論 通 りに行 く
イ ス ド マ タ モ

とは限 らず、 内地 旅 行 自由化 は 「何 レ何 ノ路 許 ス コ トナ レ ド猶早 イ最 少

シ内地 ノ人民 力開ケ タ上デ許 ス ノ タ ト云 フ議論 」(三 ・ウ)が 出る こ とが

予 想 され るが 、 「御0新 後七年 ト云 フ星 霜 ヲ経 テ人間 ノ身体 モ骨 カラ変 ッ



タ」(同 右)の であ り、政府 の基本方針 も定 って いるの だか ら、 「夫デモマ

ダ早 イ ト云ハ レ様 力」 とい う議論 も可能 だが、 この議論 は 「好和 開交 ト云

フ頭脳 ノ題 目カ ラ内地旅 行ハ許 サ子ハ ナ ラヌ ト立 ッタ論」 なの で学者論=

机上 の空論 だ とい う批判 は免 れ ない とす る。

次 いで 帰納 法 に依 拠 して、 内地 旅行 を認 め た場合 の 「消 極 ネ ガチ,__.ウ

(=害)」(四 ・ウ)を 取 り上 げ、 この害が 「連 モ 医ス可 ラサ ル害 力又 策 ヲ

設 ケテ害 ヲ防 クコ トカ出来 ル カ」(四 ・ウ)と い うことを検 討 して、 その

害 を防 ぐこ とがで きれ ば、 「今消 極 ダ害 ダ ト云 ッタ者 ガ悉 ク変 シテ積極 」

(同右)に 帰 す るか らとい う論法 で七つ の具体 例 をあ げて、 これ らは大 し

た害で は ない し、 十分 に防 ぐこ とが で きる と している。 「何 分 ニモ是 ハ ト

思 フ所 ハ悉 クスチ ップ レー シウ ン(stipulation)テ 細 カニケ(=箇?)條

書 ヲ シテ條 約 ヲ結 ンダナ ラ所 謂消 極ハ 消 シ壷 シテ無 イ者 ニ ナル デ ゴザ ラ

ウ」(六 ・オ)と 、規 則 を設 けて、条約 を(改 正 して)結 べ ば問題 な しと

す るが、 これは現実 を無視 した楽観論 で、 これ こそ 「学者論」 と言 わ ざる

を得 ないだ ろ う。次 いで予 想 され る 「内地 雑居 」 に触 れ た後 、「全体、迦

ア'1チ

リス ヂ ク シ ウ ン(jurisdiction)力 違 フ裁 判 ノ権管 力彼 方 へ 屈 カ ヌ ダ ノ2⊥

ア イツ

ー フ(tariff)ヲ 改正 ス ル権 カナ イノ彼奴等 ガ専檀 ダノ狡 猜 ダノ ト言 ッタ所

コJチ

ガ此地 カラ為 ヘ キ事 ホ ド為 テ置 テ ソウシテ独 立 ノ権 ヲヲ ッ立 テル様 ニシナ

ク テハ 無 理 二抗衝 ス ル コ トハ 出来 マ イ ト思 バ レルデ ゴザ ル」(六 ・ウ～

七 ・オ)と しめ くくる。領 事 裁判権 が認め られ て裁判権が ない とか、 関税

自主権が ない とか、外 国人が横暴 で狡猜 だ とか言 った所が、 こち らか ら為

すべ きほ どの ことを為 して、つ ま り外 国人の 内地旅行や 内地 雑居 を認 めて、

独 立の権 を立 て るこ とを しておかない と道理 を欠 くことにな り、外 国 と対

抗 で きない とい うの である。

以 上の西 の論 に対 して、福 沢 諭吉 は 「外 国人 ノ内地雑居 許 ス可 ラザ ル ノ

論」(『民 間雑誌』第六編、明治 八年一 月)と 「内地 旅行西先生 ノ説 ヲ駁 ス」r?;,y
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(『明六雑誌 』第二十六号 、明治八年 一 月)を 著 し、主 に、現状 の ま までの

外 国 人の内地旅行雑 居 を認 めれば、外 国人の交易活動 に よ り、 日本 が経 済

的 に大 きな損失 を受 けて、致 命的結 果 を招 きか ねない とい う観 点 か ら反論

してい るが、西 の論 が学者論 である とい うこ とを、西の論拠 をひ とつ い1

取 り上 げて明 らか に してい る。例 えば後者 にお け る西 の 「御 一新 後 七年」

云 々の現状 認識 に対 す る福 沢の リア リス トと しての現状 認識 の提 示 。 「抑

御 一新 トハ何事 ナルヤ幕府屋 ノ看板 ヲ卸 シテ天朝屋 ノ暖簾 ヲ掛 ケ今 ノ参議

ハ 昔 ノ閣老 二比 ス レバ 毛 ガ三本多 ヒ位 ノ相違 ニ テ、 …(人 民 は)旧 幕 ノ専

制 ヲ以 テ行 ハ レタル無気無力 ノ瓦石 ナ レバ ……仮令 ヒ七年 ノ間二骨質バ ー一

新 ス ルモ其 気質ハ依 然 タルコ ト疑 ナ シ… …(御 一新 は)漣 モ天 下 ノ人心 ヲ

ー・変ス ル ノ功 キ奏 シタ リ トハ思ハ ス……此 人民ハ矢張 幕府 ヨ リ譲 受 ケ タル

マaノ 人民 ト視倣 シテ説 ヲ立 テサ ル可 ラス」(二 ・ウ～三 ・オ)と 。 した

が って 「御 一新 ノ甲斐 ハ未 タ人心 ノ底 マデ達 セス トス レバ 内地旅 行ハ無拠

尚早 シ ト云 ハザ ル ヲ得 ス」(三 ・オ)と 結論 し、 以下西 の 挙 げた七つ の消

極 例の 反転 に対 し個 々の反論 を行 う。 そ して西が後半 で言 う 「スチ プ レー

シ ョン」 を頼 み に して弊害 を防 げる とす る点 を取 り上 げて、 「先生 ノ説 ト

余 カ所見 ト全 ク相反 ス ル所 ハ此一段 二在 リ」 と言 って 「パ ワ、 イス、 ライ

上 権力 ハ正 理 ノ源 ナ リ」 とい う福 沢の持 論 か ら、西 の見解 を否 定 し、 「今

外 国 ノ交際 ハ正 シ ク今 ノマaニ テ差支 アル コ トナ シ」(五 ・オ)と 一蹴 す

る。 結 局福 沢 は 「我 政府 二権 威 ナ ク我 人民 二智 力 ア ラサ ンバ 」(六 ・ウ)

とい うと前述 の現 実認 識 に よ り内地旅 行 自由化 尚早論 をぶつ けるの で あ

る。

と こ ろ で 更 に興 味 深 い の は津 田真 道 の 場 合 で あ る。彼 も 「内地 旅 行

論Pω を書 くが、福 沢 と相反 して、積 極 的 に内地旅 行 自由化論 を展 開す

るが、西 の民撰 議 院設立 尚早論 で挙 げ た演劇 の例 を連 想 させ る次 の ような

議 論 をす るので あ る。 「外 国 人内地旅行 ノ事 ハ宜 シ ク断然 之 ヲ許 スベ シ蓋



目今我人民に乏シキ所ノ者ハ智識ナリ欠クル所ノ者ハ開化ナリ夫レ開化ヤ

知識ヤ本来教学二由テ以テ之ヲ漸新スベシ ト難此事学校教育ノ致ス所固ヨ

リー朝一タノ能ク弁スベキ所二非ズ抑欧米各国人ノ彼ガ如ク知識二富ミ開

化二進ム所以他二非ズ彼等通商交易五大洲中至ラザル所ナク練磨経験二富

ムニ職 トシテ之由ルナリ故二人民ノ智識ハ練磨二由テ生シ開化ハ交際二由

テ進ム ト謂フベシ」(一 ・オ～一 ・ウ傍点筆者、以下同じ)と あたかも開

幕して上演 しながら稽古することを可とするのである。そのためには外国

旅行をするのが良いのだが、経済的に現在はそれは不可能であ り、「サス

レバ 目今外国人ノ我内地旅行ヲ望ムハ幸ナリ速二其請ヲ許シ我帝国一般人

民ノ智識開化ヲシテ外国人 トノ交通練磨二由テ日二長シ月二進マシムベシ

蓋練磨閲歴ノ功ハ百聞一・見二如カズ又習フヨリ慣ル ・ナリ」(二 ・オ)

津田の議論は内地旅行の是非というよりは、外国人との交通(=交 際)

を通して一般人民の知識開化をするのに外国人の内地旅行は良い機会を与

えてくれるという立場からの論であるが、もち論、彼も福沢のように、外

国人との交通が損失をもたらす危険性を認める。 しかしそれ も一時的損害

にすぎず、長い目で見た益の方が大きいと見ている点で福沢が致命的害が

あると見たのと異なっている。詳 しくは触れないが、「一時ノ疲弊固ヨリ

多 シ ト難後来ノ裡益実二少カラズ却テ優二之 ヲ償フニ足 レリト云ヘ リ」

(二 ・オ)と する。そして実に津田は開港の結果もたらされた成果か ら推

して次のように述べる。「蓋十年来開港交通ノ効ハ専我国中人以上ノ智識

開化ヲ増長セリ十年以後内地旅行ノ効ハ我国0般 ノ人民即中人以下ノ智識

開化ヲ増長スベシ其稗益タルw宏 大ナラズヤ」(三 ・オ)と 。

以上にように反論 した福沢からのみならず津田のいわば賛成論者からも

西の議論の不完全 さが指摘 されるのである。

話 を 「人生三宝説」の該当箇所に戻す。次に 「〔本邦ノ如キハ、万世一

系ノ皇統ヲ奉スルコ ト、我人民三宝ノ為二、至便至利タリ、〕」と述べてい
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る点について、先にヘイブンズの見解として 「国民の再統合」という解釈

を挙げたが、その解釈よりは、西の民撰議院設立論に見 られた加藤弘之と

同様の漸進論(=時 勢論)的 立場からの尚早論を勘案すれば、先に加藤の

『立憲政体略』を取 り上げた際に、加藤の当面君主専治を良しとするの見

解を見たが、それと同じと見た方が良いのではないかと思 うがいかがであ

ろうか。実際直前の西の言にあるように、「其国ノ社交開発ノ度二準 シ、

歴史上ノ沿革、形勢二従」って適しい政体が選ばれるべ きだと考えており、
カラダ

「内地旅行」での 「御一新後七年 ト云フ星霜ヲ経テ人間ノ身体モ骨カラ変

ッタ」 と言ってもまだまだという認識があったはずであるからである。更

に、英国における君主制がうまく機能 していて開化を多いに促進 している

という認識 も背景にあったと思われる。

最後に 「三宝保護」という点を取 り上げよう。このような観点から政体

を見る見方はいわゆる夜警国家観といわれるが、それは当時の啓蒙思想家

に共通 した見方と言えるだろう。福沢諭吉しか り、加藤弘之 しか りである。

ここでは、『真政大意』における加藤弘之の 「安民」という見解を簡単に

見ておこう。しか し加藤の 「安民」という考え方は以下に見るように 「治

安」 という憲法(=国 憲)に 拘わるのであるから、西の国憲についての見

解 もここで引用 しておこう。

九 政体 ト国憲ハ時虚の変更 ヲ受クヘキ者ニシテ

「人生 三宝説」(五)の 先 に引用 した政体 論 に続 けて西 は 「国憲」 につ い

て次 の よ うに述べ る。 「而 テ其次 ノ政府 ノ性 質ハ 、所 謂 国憲 ナ リ、是孟 得

斯 答氏 ノ三権分割 ノ論 ニシテ、近世 欧州各 国二於 テ衿 式 スル所 タ リ、然 ル

ニ三権 ヲ分割 スルハ唯専檀 ヲ制 スル ノー術 ニ シテ、 道徳上 二関スル コ トニ

非 ス、且 立法 ノ権 モ、三宝 ヲ貴重 スル ノ法 を立サ ル可 カ ラス、行法 ノ権 モ、
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三宝 ヲ貴重 スル ノ法 ヲ行ハサ ル可 カラス、而 テQモ 、人護 リニ、 人ノ三宝

ヲ傷 害ス ル トキハ 、執法 ノ権 、以テ制 克スヘ シ ト云 フニ過 キサ ル ノミ、然

ルニ此 三権 分割 ト云 フ論モ、亦 唯政体上 、0部 分 二行ハ ル ・論 ニ シテ、整

然 トシテ首尾貫徹 ス ル者二非 ス、唯君 臣相 管 制 シテ、交互 二其専 檀 ヲ防ク

ヲ要 トス レハ、亦 時 ト庭 トニ応 シ、人文開化 ノ度二準 シテ、 多少 ノ変更 ヲ

用 ヒサ ル可 ラサ ル コ ト明ナ リ、上 ノニ性 質ハ 、政府 上、本体上 、少 クヘ カ

サ ルノ性 質二非 ス シテ、時庭 ノ変更 ヲ受 クヘ キ者 トシ」(五 三五 頁)。即 ち、

ヨーロ ッパ が好 んで手本 とす る三権分立 とい う国憲 につい て、 これは三宝

を保 護す るの に必 らず しも不可 欠 とい うわ けで はな く、単 に統 治者の恣意

的専制支 配 を防 ぐ手段 にす ぎず、三宝説 の道徳 に関 わる もの で はない。立

法府 は三宝 を貴重す る法 を確 立 しなければ な らず 、行 政府 は三宝 を貴重す

る法 を執行 しなけれ ばな らない。司法府 は三宝が傷 害 され ない よ うに しな

けれ ばな らない と言 うにす ぎない(と す る と、 関わ らない と言 うの は どう

い うことだろ うか。 それは、恐 ら く、消極 的 に しか関わ らず、積 極的 には

関わ らない とい うことだろ うか。三宝の貴重増 進 その ものか ら出て くる道

徳 に関 わ るの では な いか ら積 極 的 に関 わ る もので は ない とい う こ とか)。

だか ら三権 分立 は、或 る政体 には行われ或 る政 体 には行 われ ない こともあ

り、必 らず しもすべ ての政体 で行 われ るわ けで はないの であ って 、統治者

と非統治者 が互 いに恣意的専 制 を抑制 しあ うこ とが大事 なの だか ら、 さま

ざ まな条件 の もと臨機応変 に対応す れば よい のであ り、不可 欠 とい うわけ

で はない。政体 と国権 とい う二つ の性 質は、大 した問題 では ないの であ り、

時 と所 、人文 開化 の度合 に応 じて変 って もよい のである。

こ こに見 られ るの は、ヘ イ ブ ンスの言 う よ うに、 「構造 的 形式(=政 体

と国権)よ りは政 策 例 であ り、 三宝 を貴重 増進 して、 「一般福祉 」 の実

施 に向か って いるか どうかが、 良い政府 で あ るか どうかの 目安 となるので

ある。 ヘ イブ ンス は言 う。 「この よ うな見 解 が 日本 にお け る立 憲運動 に対
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す る西 の態 度の要 め石 なのであ る。彼 は立憲主義 を国の重 大 な 目標 を達成

す るの に必要 だ とは全 く思 わ なか ったので、 明治初期 の憲法起草 や議会政

治の創 設 に ほ とん ど関心 を示 さなか った。」f`L81多分 この ような立場 か ら、

先 に見 た 「駁 旧相公議一題」 に見 られた ように、民撰 議 院その もの につ い

て論 じる ことをせず、建 白書 の論理 的矛盾の揚 げ足取 りの ような議 論 に終

始 し、後 の 「内地旅行」 との論理 的不斉 合(?)が 見 られ る ような議論 し

か な しえ なか ったのか も知 れ ない。 「この立 憲主 義 に対す る冷淡 さは民撰

議 院 に対 す る彼 らの憤 激 した非 難 に よ く表 われてい る。」f291

西 の この ような態 度 に比 して、加 藤弘 之 はむ しろ維 新 は立憲主義 に基 く

政 治改革 の到 来 と受 け取 ってお り、 「我 皇 国亦二 千有 余年 間固有 ノ政体 ヲ

存 セ シ カ、去 歳我 旧幕府 時勢 ヲ観 察 シテ政権 ヲ天 朝 二帰 納 セ ラ レシ ヨ リ、

萬機一新 公 明正 大 ノ政体 ヲ起 し玉 フ、真 二皇 国中興 ノ盛業 ニ シテ、 百姓 ノ

幸福 コ レヨ リ大 ナルハ ナ シ」(30fと、 近代 的立 憲主 義 国家 の到 来へ の変革

と明治維 を見 な した。131)この ような立場 か ら 『真 政大 意』 におい て 「改

革 ノ施 シ方」(八 八 頁)に つ いて論 じる。 「素 ト国政 二治法 ト治術 トノニ通

リガア リテ、治法 トハ 、所謂 治安 ノ基 本 タル憲法 制 度 ノコ トヲ云 ヒ、治術

トハ、今 日施 行 スル治安 ノ術 ヲ申ス コ トデ」 と先ず 国政 を治安 と治術 に区

別 した上 で、 「元来 二様 ノコ ト故 、政体 略 ニハ此 治法 ノ コ トノ ミ概 論 致 シ

タコ トナ レ ド、併 シ比 ニ ツハ 国政 ノ上 二於 テ、所謂車輪 鳥翼 ノ如 キモ ノデ

決 シテー ツモ欠 クコ トハ 出来 ヌデ ゴザ ル。何 故 ト申スニ治法 ナル憲 法制度
シ カ

ガ全 ク備ハ ラヌ トキハ、治術 ノ基 本 ガ確 乎 ト定マ ラヌ故、動モ ス レバ、暴

逆 ナ政事 ヲナス様 ニナ リ、又仮令 ヒ結構 ナ治法 ガ ア リテモ、治術 ガ拙 ク シ

テ、治安 ヲ営 ムニ足 ラヌ トキハ、 折角結構 ナ治法 モ遂 二画餅 トナ リテ行ハ

レヌデ ゴザ ル」(同 右)と 述べ て、 『立憲政体略 』で 治法 につ いて概 略 を記

した と断 った上 で(321、治法 治術 の関係 につ いて車 の両 輪 の如 くだ と指摘

す るが、 この理 をわ きまえ た上 で、治術 に力 点 を置 いて、 「治術 ノ実 二大
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切 ナ ト申スハ、素 ト治法 ヲ制定 シタ リ或ハ改更 ス ルモ即 チ治術 デ殊 二其第

一・ノ急務 ト申ス ベキモ ノデ ゴザ ル
。夫故治法 ノ善 イモ悪 イモ、即 チ治術 ノ

巧拙 二拘 ルワケ デ、 …国家 ノ安 危存 亡ハ、全 ク治術 ノ巧拙 ニ ヨル コ トデ ゴ

ザ ル」(同 右)と す る。 ここで 「治術」 と言 われ てい るの は、西 が 「政 策」

と呼 んだ もので あろ うが、加 藤 もそ うい う意味 で政策が大事 だ と言 う点で

は西 と同 じ主張 を してい るが 、西 と決定 的 に異 な るの は、 「治法 」 につ い

て、「治法 ナル憲法 制度(=制 定 法)ガ 全 ク備 ハ ラヌ トキハ治術 ノ基本 ガ

シ カ

確 乎 ト定 マ ラヌ」 と、 「治法」 が 「治術(=政 策)」 を方向づ ける決定 的役

害 を果 たす こ とを指摘 してい る点 であ る。そ して、場合 に よって は 「治術」

が うま くいか ない場 合 には、 「治術(=政 策)」 が うま くい くように、新 た

に 「治法 ヲ制定 シ タ リ或 ハ 改 更 ス ル」 こ とが 必要 だ と指摘 して 、 「治法 」

と 「治術 」 の 関係 を弁証法 的 に(?)捉 えて い る点 であ る。西 の場 合 は、

その ときには 「直 チニ其以 テ政府 タル所 ノ実 ヲ失 フナ リ」とされ て しま う。

そ して 「治術」 は 「法法」 に よ り方 向づ け られ る との認識の もと、西 は排

した はずの統 治者の恣意的 人格 的統治 とい う もの をいつの間 にか 容認 しか

ねないの に対 して、加藤 は制 度的 に 「法法」 に よって排 してい る点が重要

で、西 とは この点 で も決定 的 に異 な り、「治法 」 は国憲 に よ り方 向づ け ら
くマ マ 　

れるのであ るか ら、 「治法」 も 「政府上、 本体 上 、少 クヘ カラサ ルノ性質」

で あるのであ る。

そ して 「治術 」 の究極的 目的即 ち 「治 国ノ本 意」 とは 「唯安民 ヨリ外 ニ

ナ イ」の であ り、 「夫 故治術 ト云 フモ ノハ、偏 二此安民 ヲー大眼 目 トシテ、

屹 度此 眼 目ヲ達 ス ルニ足 ルベ キ術 デ ナケ レバ ナ ラヌ コ トデ、実二其 通 リニ

参 リサヘ ス レバ、真 二治安 ヲ営 ムニ足 ル コ トデ ゴザ ル カラ、箇様 ナ治術 ハ

即 チ真政 ト申スベ キ コ ト存 ズル デゴザ ル」(八 九 頁)と 、 「安民」 といわれ

る夜警 国家観 が示 され る。 「治 国 ノ上 モ、… …治術 ヲ施 スニ付 テハ、必 ス

心 得子バ ナ ラヌ0大 要件 ガ」 あ って、それは 「人 ノ天性 ト及 ビ国家政府 ノ
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起 ル所以 ノ天 理」(同 右)を 知 る こ とで あ る。 人の天性 とは、 人 は 「天 ノ

尤 モ愛 シ玉 フ者故 、 人二限 リテハ、万福 ヲ与 へ玉 フ天 意 ト見エ テ、都 テ躯

幹 ノ組 立方 カ ラ致 シテ、其精神 才智 ノ霊 妙 ナル コ トト申スモ ノハ 、決 シテ

禽 獣 ノ類 ヒデハ ナ ク、其 上 二又天性 二種 々様 々ノ情 ト云 フモ ノ ガアル ガ、

中二就 テ、不羅 自立 ヲ欲 スル情 ガ第一 二熾 ナモ ノデ、殊 二是 レガー 身幸福

ヲ招 クベ キ紹介 トナルモ ノ ト見エ ル」(八 九～九 〇頁)も のであ り、「結構

ナ情」 で あ るが 、 この情 が妨 げ られ る と 「不快 ノ心 」 を生 ず る。 そ して

「万一比 情 ガナ クテ、 如何様 二束縛 拘 制 サ レテモ、 何 トモ思 ハ ヌ様 デハ 、

辿 モ幸福 ヲ招 ク ト申ス場 合 ニハ、 至 ラヌデ ゴザ ラ ウ」(九 十頁)と 、 徳川

封建体 制下 にお け る人民 の 「卑屈」 「無気 無 力」(33fぶりを暗 に批判 してい

る。だか ら 「此 ノ情 ヲ施 ス権利」 とい うものが あ るの で あって、 「凡 テ人

タル者ハ 、貴賎 上 下貧富賢愚 ノ別 ナ ク、決 シテ他 人 ノ タメニ、束縛拘制 セ

ラルベ キ筈 ノモ ノデハ ナク、 己 レが一 身 ノ事 ト云 フモ ノハ 、皆其 欲 スル所

二従 テ出 来 ルモ ノデ ゴザ リテ、 ソコデ、今 日ノ交際(=社 会)上 二於 テ、

種 々 ノ権 利 ガ生 ズルデ ゴザ ル」(同 右)が 、 他 方 に 「各 々壼 スベ キ本 分

(=義 務)が あ って恣意 的 に権利 を行使 していい とい うわけでは ない。 「己

レニ権利 ガア レバ 、他人 ニモ亦必 ス 同様 二権 利 ガ アル」 のであ る。従 って

「人性」 は次 の よ うに言 い直 され る。 「人 ノ天性 ニハ 、必 ス不暴 自立 ヲ欲 ス
　マ マ く

ル情 ト又 自已 ノ本分 ヲ壷 シ テ、 人 ノ不羅 自立 ヲ敬 重 ス ル心 トノ、 ニ ツ ガ

必 ス備 ハ リテ ア リテ、実 二奇 々妙 々 ナ調 合 」(同 右)で あ る と。 しか し、

「動 モ ス ル ト人 々互 二基 本 ヲ蓋 シテ、 人 ノ権利 ヲ敬 重 ス ル ノ心 ヲ失 テ、独

リ己 レカ不羅 自立 ノ情 ヲ恣 ニス ル様 ニ ナ リ易 イ」 ので、 「億 兆 ヲ統0合 同

スル者 ガナクテ、 人 々思 ヒ い デハ、連 モ権 利義務 ノニ ツガ、並 行ハ レテ

人 々ガ、其幸福 ヲ求 ムベ キ土 台 ガ立 タヌ」 の で 「国家政府 ノ起 リ」 とな っ

た(同 右)。 「ソ コデ元 来不羅 自立ハ敢 テ他 人 ノ制駁 ヲ受 クベ キ道理 ノナ イ、

民 人 タル者 ガ、是 二於 テ此政府 ノ臣民 トナ リテ、其 制駁バ カ リハ、必 ズ仰
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ガ子 バ ナ ラヌ」 の で、 「…人 々相互 ヒノ権 利義 務 ノ外 二、 又政府 ト臣民 ト

ノ際ニモ 、矢張 互 ヒニ権利 ト義 務 ノニ ツガ生 シテ」(九 十 ～九 一頁)き た

の であ る。 だか ら 「此 人生 ト天 理 トニ基 イ テ治 術 ヲ施サ」 ない と 「安 民」

は決 してで きない。 その 「安民」 としての 「治術 ノ施 シ方」が即 ち 「臣民

ノ生 命 ト権利 ト及 ビ其私有 ト比 三 ツ ヲ保護 ス ル」 とい こ とにな る。 そのた

め には、 「政府 ト臣民 トノ際、 及 ビ臣民相 互 ヒノ際 二於 テ、彼此 互 ヒニ 自

己 ノ本分 ヲ蓋 シテ、他 ノ権利 ヲ敬 重ス ル様 二、且 ツ各 々自己ノ権 利 ヲ安保

シテ、他 ノ屈害 ヲ受 ル コ トノナ イ様 二、都 テ彼此諸 業 ノ規律」 た る 「憲法

(二制定法 、法律)を 定 める こ とであ る。

この ように、 「治術 ノー大 急 務 」 が法 に よる人 民 の保 護 にあ る とい う、

夜警 国家観 が示 され るので あ るが、西の夜警 国家観 とは、 国家 の夜警 の役

割 は同 じで も、加藤 にお い ては 「治法」 との 関係、 「治法」 の重 要性 が指

摘 され、或 いは国家の構 造的形式 た る政体 と国憲が どうで もよい と見 な さ

れ てはいな い点 で、 その基 礎 は異 な るので ある。(341(続く)

注

(1)こ の拙論は、先に 『明六雑誌 とその周辺』(神 奈川大学人文学研究所編、お茶ノ水書房、

'二〇〇四年三月)に 掲載 した 「西周 「人生三説」を読む」の続きである
。 したがって引用

表記等について もそれにならう。すなわち、『明六雑誌』か らの ものは、 …九九八年五月

大空社刊の 『復刻版明六雑誌』により、その他はその都度注記する。引用に際 しては、漢

字を現行のものに改め、その他の表記は前稿に倣った。

(2)以 ド「人生一三宝説」の五～八は 『西周全集』第一一巻C一 九七 一年、宗高書房)の 頁数を示

す。

(3)ヘ イブンスも前掲書NishiAmaneandMODERNJAPANESETHOUGHT(P・156)

で、会社をsociety、 人間社交をhumansocietyatlargeと 訳 している。なお会社=社

会に関する議論は第三編についての拙論(『 明六雑誌 とその周辺』p.63～p.74)参 照。

(4)「 教門論」C-)～(六)、 『明六雑誌』第四～九号。ただ し何故か(四)が 欠けている。

(5)以 上の議論で西は論理学(彼 の 「致知啓蒙」)で 導入 した、形質、度量、全、特の用語を
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用いているが、その意味に若干のずれがあるように思われる。例 えば、度量について政府

が 「全」で 「貨殖ノ為二立ル会社」 を 「特」 とするが、「全」 とは、「すべての 「特」 とい

う意味でr政 府が 「会社 ノ…種」なら、「すべての 「特」 に政府 も含 まれるのである。 し

たが って、 ここの議論で、政府を 「全」 とするのは厳密 には、「致知啓蒙」で考えられて

いる意味 を貫 く限 り正 しくないということになる。詳しくは拙論 「西周 『致知啓蒙』を読

む」上/下 。神奈川大学 『人文研究』第一一一四七/… 四八集参照。

ヘイブンス、前掲書。p .156

『文明論之概略』(岩 波書店)、 六〇頁。

同右、六一一頁。

同右、六二頁。

同右、六二～六三頁。

同右、六三頁。

『福沢諭吉選集』第十二巻(岩 波・書店、一九八一年)。 八一九頁。

『文明論之概略』第二章、五七頁。

ヘイブンス、前掲書、p.158.

『西周全集』第二巻(宗 高書房、 一九八年)二 五五頁。

岩波文庫 ←一九九七年)、 二五頁。

ヘイブンス、前掲書、p.157,

神田孝平は直接民撰議院を論 じたわけではないけれ ど、、『明六雑誌』第 十七wJJ(明 治七年

九月)に 発表 した 「財政変革ノ説」で、財政改 革の観点か ら民撰議院設 立の重要性を主張

している。要点の部分だけ引用 してお くと、政府財政の歳出歳入が不安定な点から政府の

税の取 り立てがきびしく、税の使い方に関 して人民が無関心であるとい う弊害を除 くため

に、次のように言う。「……先 ツ民撰議院 ノ制ヲ定 メ次二会計検査ノー澗 ヲ措 キ次テ各省

寮司ヲシテ翌年間ノ政費ノ見積ヲ為サ シメ集メテ政費ノ総額 トシ民撰議院ノ公議ヲ経テ其

額数ヲ確定シ之ヲ国中二配当シテ徴収 シ政費二充テ使用終 テ後二見積高二照 シテ精算シ更

二民撰議院ノ公認ヲ経テ以テ完成二至ルナ リ」 ←一・ウ)

そ して注 目されるのは後半で、民撰議院設立による財政改革 と共に、次のように言って

いる点である。「……就中比法ノ国ノ為二鴻益アルハ人民油(=湧)然 トシテ国事 ヲ憂フ

ルノ心 ヲ生スルニ在 リ其 レ其成敗失遂一一自己身上二関渉スルヲ以テナリ……人民ノ風習好

テ国事 ヲ論スルニ至レハ知識次第二開ケ次第二万国事情二通シ次第二急要ノ事務ヲ暁 リ次
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(19)

(zo)

(21}

{22)

第二経国ノ人材 ヲ生 シ国運次第二隆興スヘ シ是文明各国 ノ実践 ヲ経テ明確疑 ヒナキ者ナ

リ」(四 ・ウ～五 ・オ)と 述べて、 自由民権論者の、開設時期尚早論者に対する反論のご

とく、議院開設により人民の政治教育がなされてい くとの主張であ り、加藤や西 との違い

が際立っている。

ただし、神田は十九号(明 治七年 干月)に 「民撰議院ノ論未到論」を書いて、詳論はは

ぶ くが、民撰議院が設立される時期は到来していないが到来しなければ設立されず、到来

すれば設立される し、設立されなければ国が亡ぶ ような事態をももたらすので、「時節到

来ス ト錐其時節ハ決シテ喜フ可キ時節二非サルナ リ」(三 ・ウ)と 言って、直ちに民撰議

院が設立で きるとは思っていなかった と言えよう。

津田真道 も、簡 単ながら 「政論四」(『明六雑誌』t五 号)で 政府の会計 と民撰議院にお

けるそれに対する役割について触れている。

例えば 『文明論之概略』第七章、 ・七五頁。

以下 『立権政体略』からの引用は 『明治文化全集』第一三巻 「政治編」←一九六七年)に よ

る。

ここで 「百姓」 なる語が出てくるが、これは網野善彦が主張するように、単に農民のみを

意味しているのではなくあらゆる職業に従事している人民を指していることは明らかである。

なおこの後、加藤は後の思想で大きく前面におし出 して、転向云々と批判されるiい わゆ

る 「時勢論」について次のように述べていることを指摘 しておこう。曰 く。「立憲政体ノ

国々デハ、必先ツ公議輿論ヲ採 リテ憲法 ヲ制定シテ、臣民 ノ生命権利及 ヒ私有 ノ三ツヲ保

護スルヲ第一 ノ要務 トスルガ、併 シ右 ノ国々ノ内ニモ、 白ラ開化文明ノ遅速モアリ、又

国々ニテ人情風俗モ自ラ相違 シテ居ル故、宜シク時 と所 トノニツニ注意シテ、時勢ノ)晴ノ

宜シキニ適スル憲法 ヲ立テ、又追hト 改革シテ参ルコ トデ、縦令如何程結構二見エテモ時

勢人情二協ハヌモノデハ、何ノ益ニモ1fタ ヌノミナラズ、却テ害ヲ崖ズルコ トモアルデゴ

ザル……夫 レ故未 ダ全ク開化文明二進マズシテ、愚味ナ民ノ多イ国デハ、立憲政体 ヲ:_lf

テ ・、博ク公議興論ヲ取リタトコロガ、唯頑愚 ノ議論ノミデ、却テ治安ノ害ヲナスデゴザ

ルカラ、箇様ナ国デハ巳ムコトヲ得ズ、姑ク専治等ノ政体 ヲ用 ヒテ、 自然臣民 ノ権利ヲモ

限制シテ置カネバナラヌコ トモアルデゴザル。……唯追々 ト民ノ知識ガ開ケルニ従 ヒテ、

漸 ヲ以テ政体憲法 ヲ変ジテ参ル様ニ……又追々 ト開化ガ進 ミテ参 リテモ、何時迄モ凶循姑

息二安ジテ、政体憲法 ヲ改革スルコトヲ知 ラズ、猶古制 ヲ墨守シテ居ル様デハ、是又治安

ハ出来ヌデゴザルカラ、呉hモ 時 と所 トニ注意シテ、夫 レ相応スル政体憲法 を用 フル様二
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(23)

(24)

(Z5)

(ZS)

{27)

{28)

(29)

(30}

(31)

(32)

(33)

(34)

イタサネバナラヌデゴザル。」(九 六～九八頁)。 これは、西の ように枝葉を揚 げつ らって

の民撰議院開設尚早論ではないが、やはり加藤の尚早論に連なる見解であると言ってよい

であろう。

森有礼 『民撰議院設立建言書之評』(『明六雑誌」第三号)

余計なことを一一言注記してお く。ヘイブンスが西のこの論を論ずるに当って 『駁旧相公議

一題』をローマ字で表現するに際して、Hakkyusokogiichidaiと 分節化 しているが、正

しくはHaku(orBaku)Kyusokogiichidaiと すべ きであろう。それは西の論が次の よ
ヘ ヘ ヘ ヘ へ し

うに始められていることか ら明 らかである。「余旧参議諸公左院二建白シ民撰議院ヲ起ス

ノ議 ヲ読 ミ窃 カニ疑ヒナキ能ハス嘗 ミニ其言 ノ蔽ハル ・所 ヲ挙 テ之 ヲ言ハ ム」1八 ・ウ)

(傍点筆者)。 「旧相の議一題を駁す る」である。ヘイブンスはこの ように分節化 したので

英訳 もOneTopicinRefutationoftheGeneralPublicOpinionと 訳 している。(ヘ イ

ブンス、前掲書、P.185.)

『民間雑誌』には小幡篤次郎 までが福沢の論調で 「内地旅行 ノ駁議」(第 八編、明治八年

二月)を 書いている。

『明六雑誌』第二1`四 号(明 治七年十二月)。

ヘイブンス、前掲書、p .159.

同右

同右

『明治文化全集』第三巻 「政治篇」一一九頁。

安世舟 「明治初期における ドイツ国家思想の受容に関す る一一考 察」(『年報政治学一九七五

日本における西欧政治思想』所収)、 …三一頁。

ここでは次のような安世舟による要約を紹介 してお く。「近代国家は、統治者の私有物で

はな く、治者 と被治者の公的共同体であ り、その公的共同性 を制度的に保障する立憲主義、

とりわけ 「治国の大憲法」〔加藤は制定法を 「憲法」 という用語で表現 した〕たる 「国憲」

による政治、三権分立制、国民の基本権の保障を備えた政体である」 と近代国家を造形 し

た。(安 世舟、前掲論文、一一九頁)。

ナシオナルゲレクトル

西周、「国民気風論」(『明六雑誌』第三十二号、明治八年三月)… ・ウ、三 ・オ。

「人生三宝説(五)」 はまだ半ばであるが、紙数の関係上ここで切ってお く。

なお前稿 での誤 りをひ とつ訂正 してお く。稿 末での翻 訳語 の一覧表 中(三)「 ヲー ル トリレパ

ブリ ック」の原語 をwordy,republic(傍 線部)と 訂正。


